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富岡町都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則（抄）
第18条　負担金の賦課徴収職員が次の各号の一に該当する権利を行使する場合には下水道事業受益者負担金賦課徴収職員証を携帯しなければならない。
 (１) 負担金の賦課徴収に関する調査のための質問、検査を行うとき。
 (２) 徴収金に関して財産の差し押さえを行うとき。



富岡町農業集落排水事業受益者分担金条例施行規則（抄）
第16条　分担金の賦課徴収職員が次の各号の一に該当する権利を行使する場合には分担金賦課徴収職員証を携帯しなければならない。ただし、分担金賦課徴収職員証は富岡町都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則様式第16号を準用するものとする。
 (１) 負担金の賦課徴収に関する調査のための質問、検査を行うとき。
 (２) 徴収金に関して財産の差し押さえを行うとき。
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